
佐賀県不育症治療支援事業実施要綱 

 

（目 的） 

第１条  この要綱は、少子化対策推進事業の一環として、子どもを生み育てやすい環

境づくりを推進するため、県内に住所を有し、不育症に対する検査や治療を受けて

いる夫婦に対し、費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図る

ことを目的とする。 

 

（実施主体） 

第２条  この事業の実施主体は、佐賀県とする。 

 

（対象となる治療など） 

第３条 この事業の対象となる治療は、第４条に規定する夫婦間で行う不育症に関す

る検査及び治療で、別表１に定めるものとする。 

 

（助成対象者） 

第４条  この事業の助成対象者は、法律上の婚姻をしている夫婦（住民基本台帳法

（昭和 42 年法律第 81 号）第 30 条の 45 の規定による外国人住民を含む。以下同

じ。）で、次の各号のすべてに該当するものとする。 

（１） 医療機関において不育症に対する検査又は治療を受けていること。 

（２） １回の不育症の検査又は治療期間の初日における妻の年齢が 43 歳未満であ

る夫婦とする。 

（３） 夫又は妻のいずれか一方又は両方が、佐賀県内に居住していること。 

（４） 夫及び妻の前年の所得（１月から５月までの間に、第６条の規定により申請

を行った場合は、前々年の所得）の合計額が730万円未満であること。 

２ 前項第４号の所得の範囲及び額の計算方法は、児童手当法施行令（昭和 46 年政

令第281号）第２条及び第３条の規定を準用し、別表２のとおり行う。 

 



（助成額及び助成条件） 

第５条 不育症の検査にかかる助成額は、１回の検査につき、医療機関に支払った助

成対象検査費（入院費、食事代及び証明書などの文書料は除く。以下同じ。）の額

（健康保険の保険給付、公費負担医療及び他助成事業等により不育症検査費に対す

る助成を受ける場合は、その助成金額を差し引いた額）と５万円とを比較して少な

い方の額とする。なお、１回の検査とは、検査開始から出産まで又は主治医が検査

を終了したと判断するまでとする。 

２ 不育症の治療にかかる助成額は、１回の治療につき、医療機関に支払った助成対

象治療費（入院費、食事代及び証明書などの文書料は除く。以下同じ。）の額（健康

保険の保険給付、公費負担医療及び他助成事業等により不育症治療費に対する助成

を受ける場合は、その助成金額を差し引いた額）と 10 万円とを比較して少ない方

の額とする。なお、１回の治療とは、治療開始から出産まで又は主治医が治療を終

了したと判断するまでとする。 

３ 第１項及び第２項に規定する検査及び治療をあわせて実施した場合は、１回の検

査及び治療につき、その内訳にかかわらず、医療機関に支払った助成対象検査及び

助成対象治療費の合算額（健康保険の保険給付、公費負担医療及び他自治体の事業

等により不育症検査及び治療費に対する助成を受ける場合は、その助成金額を差し

引いた額）と15万円とを比較して少ない方の額とする。なお、１回の検査及び治療

とは、検査開始から出産まで又は主治医が治療を終了したと判断するまでとする。 

 

（助成の申請） 

第６条 助成を受けようとする夫婦（以下「助成申請者」という。）は、佐賀県不育症

治療支援事業申請書（様式１号）（以下｢助成申請書｣という。）に、医療機関が発行

する佐賀県不育症治療支援事業に係る受診等証明書（様式２号）（以下、｢証明書｣と

いう。）、当該証明書に係る医療機関等が発行する領収証及び別表３に掲げる書類を

添えて、知事に申請を行う。 

 

（助成の決定） 



第７条 前条の申請書の提出先は、保健福祉事務所とする。 

２ 助成申請書を受理した保健福祉事務所長は、速やかにその内容を審査し、助成の

可否及び助成額について決定する。 

３ 保健福祉事務所長は、助成が適当であると認めたときは、助成申請者に対し佐賀

県不育症治療支援事業助成承認決定通知書（様式３号）により通知する。 

４ 保健福祉事務所長は、助成が不適当であると認めたときは、助成申請者に対し佐

賀県不育症治療支援事業助成不承認決定通知書（様式４号）により通知する。 

 

（助成金の交付） 

第８条 保健福祉事務所長は、前条第３項の規定による通知を行った際は、助成申請

者に対し、佐賀県不育症治療支援事業請求書（様式１号）（以下｢請求書｣という。）

を提出させ、速やかに助成金を支払う。 

２ 助成申請者が請求書の提出について、前条第２項の規定による決定の前に提出

を希望した場合は、前項の規定にかかわらず、これを認める。 

 

（助成金の返還） 

第９条 知事は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、

その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。 

 

（こども家庭課への報告） 

第 10 条 保健福祉事務所長は、第８条の規定による助成金の交付を行ったときは、

その旨をこども家庭課長に報告する。 

 

（広報活動等） 

第 11 条 知事及び保健福祉事務所長は、事業の実施にあたり、医師会、市町その他

関係機関等への周知を図るとともに十分な連携に努め、本事業の実施について積極

的な協力を求めるとともに、助成対象者への制度の周知に努めるものとする。 

また、要因や治療に関して、不育症に悩む夫婦のみならず、その家族や一般の者



にも不育症に関する理解を深めるための普及啓発を図るなど、広く広報等を行うも

のとする。 

 

（秘密の保持） 

第 12 条 本事業に関わる全ての者は、助成対象者等の複雑な心情を理解し、安心し

て治療や相談ができるような環境を整備し、秘密の保持に十分配慮する。 

 

（補則） 

第 13 条 本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認めるも

のではなく、不育症に対する治療等を受けた場合の自己負担の一部を助成するもの

である。 

 

附 則 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

 


